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NISAの大幅見直し 

政府・与党は令和 5年度税制改正で、個人所得課税に関し NISA（少額投資非課税）制度の大幅な見

直しを決定しました。今回の税制改正のなかで関心が高い、トピックスとしてまとめました。 

 新 NISAの制度概要 

 

（出所：金融庁） 

 見直しのポイント解説 

 制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化 

現 NISAは時限的制度の位置付けでしたが、新 NISA は恒久の制度となります。 

現つみたて NISAは「つみたて投資枠」、現一般 NISAは「成長投資枠」に改められます。 

合わせて、非課税保有期間が無期限となります。以前は期限があったため、期限時に非課税を継続

するためにはロールオーバーの手続きが必要でしたが、新 NISAではそうした手続きは不要です。 

 年間投資枠の増額 

年間投資枠（年間に買付可能な金額上限）がそれぞれ増額されます。 

（つみたて投資枠）年 120 万円   ※現つみたて NISAは年 40 万円 

（成長投資枠）  年 240 万円   ※現一般 NISAは年 120 万円 
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 投資枠の併用が可能 

現 NISA は年ごとに、つみたて NISA と一般 NISA のいずれか一方を選択する利用方法でしたが、

新 NISAは毎年、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。よって、フルで併用した場合、 

年間の投資上限は合計 360 万円（つみたて投資枠 120 万円＋成長投資枠 240 万円）となります。 

 非課税保有限度額（総枠）の新設 

非課税保有期間の無期限化に伴い、口座内で保有可能な限度額（総枠）が設定されました。利用者

は、限度額に達するまで新たな投資が可能です。保有額は簿価残高で管理し、枠の再利用が可能で

す。（途中で商品を売却した場合は保有額が減り、総枠に余裕ができる仕組みです。） 

保有限度額は、つみたて投資枠と成長投資枠合計で 1,800万円。ただし、成長投資枠単体では 1,200

万円が上限です。よって、つみたて投資枠の上限は、1,800万円－成長投資枠利用額、となります。 

 投資商品等 

（つみたて投資枠）現つみたて NISAと同じ、所定の投資信託への積立投資に限定されます。 

（成長投資枠）  現一般 NISA に準じ、一部を除き制限はありません。 

 制度移行 

現 NISAは 2023年 12月末まで。新 NISAは 2024年 1月開始です。 

なお 2024 年以降、現 NISA で保有する商品は現行制度における非課税措置が継続適用されます。

よって、現 NISA利用者は当面の間、現 NISAと新 NISA両方の非課税措置を受けることになりま

す。ただし、現 NISAで保有する商品を新 NISAに移管することはできません。 

 見直しの評価と影響 

政権発足当初、資産課税強化を探っていた岸田内閣とは思えないほど、大盤振る舞いの非課税制度

となりました。つみたて枠で年 120 万円（月平均 10 万円）、総枠で 1,800 万円と、限度額は大幅に増

額されました。枠を使い切ることができる人は、そう多くはいないでしょう。 

使い勝手も大きく改善されたため、特定口座からの資金シフトが起こってもおかしくありません。

業者（証券、銀行等）は営業戦略を見直す必要が出てくるでしょう。 

なお、iDeCo との使い分けに悩む利用者が増えそうです。所得控除ができる iDeCo、いつでも換金

できる NISA、どちらを選ぶか悩ましいですが、若年層は圧倒的に NISA を選択するかもしれません。 


